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本工事による外壁の耐震性能の目標は、層間変形角が１／１００においてサイディ

ングの脱落がないものとする。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
サイディングの胴縁への取付けは、片側固定方法であり、サイディング相互のはめ込み

部は釘、ねじなどで固定されておらず、緩衝作用が働き、層間変形への追従性は高い。 
JIS A 1414-2007（建築用構成材（パネル）及びその構造部分の性能試験方法）の 6.19
（組み立てられた非耐力用パネルの面内せん断曲げによる変形能試験）の試験結果によ

ると、層間変形角１／６０でサイディングの破壊・脱落がないことが確認されている〔解

説表８．２参照〕。また、サイディング製造者が行ったサイディングと役物を組み合わせ

た試験体での変形追従性試験では、層間変形角を１／６０にすると、はめ込み式の継ぎ

部の役物など、部材の傾きが顕著になってくるが脱落には至っていない〔解説表８．３

参照〕。 
	 	 解説表８．２	 サイディング※の各層間変形角の試験結果 
	 	 	 	  
	 	 	 	  
	 	 	 	  
	 	 	 	  
 
 
 
 
 

 
解説表８．３	 サイディング※と役物を組み合わせた各層間変形角の試験結果 
変形段階 層間変形角（rad） 観察結果（破壊の程度の区分） 
１ １／３００  

	 	 異常なし（Ａ） 	 ２ 	 １／２００ 
３ １／１２０ 

	 ４ 	 １／１００ 
	 ５ 	 １／６０ はめ込み式の継ぎ部の役物の傾

きが顕著になってきた	 （Ｂ） 
６ １／３０ 継ぎ部のはめ込みが一部外れた	 	 	 	

（Ｃ） 

変形段階 層間変形角（rad） 観察結果（破壊の程度の区分） 
	 １ 	 １／４００  

 
 
	 	 	 異常なし（Ａ） 

	 ２ 	 １／３００ 

	 ３ 	 １／２００ 

	 ４ 	 １／１５０ 
	 ５ 	 １／１２０ 
	 ６ 	 １／１００ 
	 ７ 	 １／６０ 



	 	 	 	 	 [注]	 ※横張り形サイディング 
	 	 	 	 	 	 	 	 Ａ、Ｂ、Ｃの解説は後述解説表２．１参照 

 
これを本会の「非構造部材の耐震設計施工方針・同解説および耐震設計施工要領」２．

４．１の表２、表３に示されている「損傷程度の区分」で分類すると層間変形角	 	 	 １

／１００まで「Ａ」であり、１／６０においても「Ｂ」となる。 
したがって、住宅の品質確保の促進等に関する法律における「構造の安定に関する評価

基準」である中地震動時の層間変形角１／２００以下を満足することができる。また、

構造耐力上の観点から１／１２０以下という緩和措置が設けられている木造住宅や鉄骨

ラーメン構造においても、性能を満たすことができる。なお、サイディングの個々の性

能値については、サイディング製造者の資料を参考に設定する。 
 
 
	 	 解説表２．１	 非構造部材の損傷程度の区分 
損傷程度の区分 被害の有無 補修の必要 部品交換の必要 脱落、重要な個能の低下

（扉の開閉不能など） 
	 	 	 Ａ 	 なし 	 なし 	 	 なし 	 	 	 なし 
	 	 	 Ｂ 	 あり 	 なし 	 	 なし 	 	 	 なし 
	 	 	 Ｃ 	 あり 	 あり 	 	 なし 	 	 	 なし 
	 	 	 Ｄ 	 あり 	 あり 	 	 あり 	 	 	 なし 
	 	 	 Ｅ 	 あり 	 あり 	 	 あり 	 	 	 あり 
 
 
 
 
以上、日本建築学会発行の建築工事標準仕様書・同解説	 JASS 27	 乾式外壁工事	 2011
よりの引用 

 
 


